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□
納
税
通
知
書
を
お
送
り
し
ま
す

▽
市
・
県
民
税
…
平
成
２７
年
度
分
の

市
・
県
民
税
の
年
税
額
に
変
更
の
あ

っ
た
方
、
新
た
に
課
税
さ
れ
た
方
、

納
付
方
法
が
変
更
さ
れ
た
方
に
納
税

通
知
書
と
納
付
書
（
口
座
振
替
の
方

に
は
通
知
書
の
み
）
を
８
月
３
日
㈪

に
発
送
し
ま
す
。
新
た
に
お
送
り
す

る
納
付
書
で
納
付
し
て
く
だ
さ
い　

b
市
民
税
課
☎
９
６
３
＝
９
１
４
４

・
９
１
４
５

▽
国
民
健
康
保
険
税
…
平
成
２７
年
度

の
国
民
健
康
保
険
税
の
年
税
額
に
変

更
が
あ
っ
た
方
や
新
た
に
課
税
さ
れ

た
方
、
年
金
か
ら
の
特
別
徴
収
を
口

座
振
替
に
変
更
さ
れ
た
方
に
納
税
通

知
書
と
納
付
書
（
口
座
振
替
を
ご
利

用
の
方
に
は
通
知
書
の
み
）
を
８
月

１８
日
㈫
に
発
送
し
ま
す
。

　

な
お
、
年
金
か
ら
の
特
別
徴
収
を

口
座
振
替
に
変
更
す
る
場
合
は
、
国

民
健
康
保
険
被
保
険
者
証
、
印
鑑
、

振
替
口
座
の
通
帳
と
届
出
印
を
お
持

ち
の
う
え
、
国
民
健
康
保
険
課
ま
た

は
北
部
・
南
部
出
張
所
で
ご
申
請
く

だ
さ
い
。
９
月
３０
日
㈬
ま
で
に
申
請

す
る
と
１２
月
の
特
別
徴
収
か
ら
停
止

さ
れ
ま
す　

b
国
民
健
康
保
険
課
☎

９
６
３
＝
９
１
４
６

□
国
民
健
康
保
険
被
保
険
者
証
を

　
お
早
め
に
お
受
け
取
り
く
だ
さ
い

　

平
成
２７
年
８
月
以
降
の
国
民
健
康

保
険
被
保
険
者
証
を
７
月
下
旬
に
簡

易
書
留
郵
便
で
お
送
り
し
ま
し
た
。

ご
不
在
に
よ
り
配
達
が
で
き
な
か
っ

た
場
合
は
８
月
６
日
㈭
ま
で
郵
便
局

で
保
管
さ
れ
て
い
ま
す
の
で
、
お
早

め
に
お
受
け
取
り
く
だ
さ
い
。

　

８
月
７
日
㈮
以
降
は
市
役
所
で
保

管
し
ま
す
。
受
け
取
り
を
忘
れ
た
方

に
は
再
度
送
付
し
ま
す
の
で
国
民
健

康
保
険
課
へ
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。
な

お
、
本
人
確
認
書
類
（
免
許
証
や
パ

ス
ポ
ー
ト
等
）
を
お
持
ち
の
方
は
８

月
１０
日
㈪
か
ら
窓
口
で
お
渡
し
で
き

ま
す
。

b
国
民
健
康
保
険
課
（
第
二
庁
舎
１

階
）☎
９
６
３
＝
９
１
４
６

□
市
税
の
納
付
に
は

　
口
座
振
替
が
便
利
で
す

　

納
期
限
の
日
に
自
動
的
に
口
座
か

ら
振
り
替
え
ら
れ
ま
す
の
で
、
そ
の

都
度
、
金
融
機
関
に
出
掛
け
る
手
間

が
省
け
ま
す
。
申
込
み
は
納
税
通
知

書
、
預
・
貯
金
通
帳
と
そ
の
口
座
の

届
出
印
を
お
持
ち
の
う
え
、
口
座
振

替
利
用
予
定
金
融
機
関
、収
納
課（
第

三
庁
舎
３
階
）
ま
た
は
北
部
・
南
部

出
張
所
へ
。

b
収
納
課
☎
９
６
３
＝
９
１
４
１

□
休
日
納
税
窓
口
を
開
き
ま
す

a
８
月
２
日
㈰
・
１６
日
㈰
・
９
月
６

日
㈰
、
午
前
９
時
〜
午
後
３
時　

d

収
納
課
（
第
三
庁
舎
３
階
）、
国
民

健
康
保
険
課
（
第
二
庁
舎
１
階
）　

b
収
納
課
☎
９
６
３
＝
９
１
４
２
、

国
民
健
康
保
険
課
☎
９
６
３
＝
９
１

４
３

□
公
益
信
託
助
成
事
業

　

平
成
２７
年
度
の
助
成
事
業
を
募
集

し
ま
す
。
申
込
み
は
８
月
３１
日
㈪
ま

で
に
三
井
住
友
信
託
銀
行
リ
テ
ー
ル

受
託
業
務
部
・
公
益
信
託
グ
ル
ー
プ

☎
０３
＝
５
２
３
２
＝
８
９
１
０
へ
。

助
成
の
採
否
お
よ
び
助
成
額
は
運
営

委
員
会
で
決
定
し
ま
す
。

▽
越
谷
ま
ち
づ
く
り
基
金
…
f
次
の

①
〜
③
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
事

業
。①
公
共
空
間
の
環
境
美
化
・
保

全　

②
公
共
施
設
の
整
備
・
充
実　

③
住
民
参
加
の
ま
ち
づ
く
り
活
動

▽
越
谷
都
市
整
備
ト
ラ
ス
ト
…
f
次

の
①
〜
③
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る

事
業
。①
公
共
空
間
の
環
境
美
化
・

保
全　

②
公
共
施
設
の
整
備
・
充
実

　

③
市
民
参
加
の
ま
ち
づ
く
り
活
動

□
勤
労
者
住
宅
資
金

g
▽
住
宅
の
新
増
改
築
・
宅
地
･
マ

ン
シ
ョ
ン
（
中
古
可
）
購
入
…
貸
付

限
度
額
は
１
０
０
０
万
円
。
貸
付
利

率
は
変
動
金
利
２
・
１
１
５
％
、
固

定
金
利
３
年
２
・
２
９
０
％
、
５
年

２
・
４
９
０
％
。
貸
付
期
間
は
３０
年

以
内
。
担
保
は
貸
付
対
象
物
件
を
一

番
抵
当
（
公
的
住
宅
融
資
を
併
用
す

る
場
合
は
後
順
位
可
）。
固
定
金
利

に
つ
い
て
は
労
働
金
庫
と
の
取
引
状

況
に
よ
り
さ
ら
に
優
遇　

▽
住
宅
の

修
繕
お
よ
び
補
修
…
貸
付
限
度
額
は

３
０
０
万
円
。
変
動
金
利
２
・
９
６

５
％
。
貸
付
期
間
は
１５
年
以
内
。
無

担
保　

f
①
市
内
に
住
所
の
あ
る
勤

労
者
ま
た
は
市
内
に
居
住
し
よ
う
と

す
る
勤
労
者　

②
同
一
事
業
所
に
引

き
続
き
２
年
以
上
勤
務
し
て
い
る
方

　

③
現
居
住
地
の
市
（
区
）
町
村
税

を
滞
納
し
て
い
な
い
方　

④
原
則
と

し
て
満
２０
歳
〜
５５
歳
の
方　

⑤
資
金

の
返
済
能
力
が
あ
る
方　

⑥
こ
の
資

金
に
よ
る
貸
付
を
受
け
て
い
な
い
方

　

e
８
月
１７
日
㈪
〜
２８
日
㈮
。
詳
し

く
は
左
記
へ
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ

い　

b
建
築
住
宅
課
☎
９
６
３
＝
９

２
０
５

敬
老
会
へ
お
い
で
く
だ
さ
い

中
核
市
・
越
谷
移
行
記
念

平
成
27
年
度
越
谷
市
成
人
式

平
成
27
年
度
市
・
県
民
税
の
第
２
期
分
、

国
民
健
康
保
険
税
の
第
３
期
の
納
期
限
は
８
月
31
日
㈪
で
す

a
９
月
２０
日
㈰
・
２１
日
㈷　

d
サ

ン
シ
テ
ィ
大
ホ
ー
ル

＊
８
月
下
旬
に
７５
歳
以
上
の
方
に

案
内
状
を
発
送
し
ま
す
。
詳
し

く
は
広
報
こ
し
が
や
お
知
ら
せ

版
９
月
号
で
お
知
ら
せ
し
ま
す

＊
平
成
２７
年
４
月
２
日
〜
２８
年
４

月
１
日
の
間
に
７７
歳
に
な
ら
れ

る
方
に
お
祝
い
の
品
を
宅
配
に

て
贈
呈
し
ま
す

b
福
祉
推
進
課
☎
９
６
３
＝
９
２

３
７

a
平
成
２８
年
１
月
１０
日
㈰　

d
市

内
１１
会
場　

f
平
成
７
年
４
月
２

日
〜
８
年
４
月
１
日
に
生
ま
れ
た

方

＊
開
始
時
間
や
会
場
等
は
決
ま
り

し
だ
い
お
知
ら
せ
し
ま
す

b
生
涯
学
習
課
☎
９
６
３
＝
９
２

８
３

税
・
国
保
の
お
知

ら
せ

利
用
・

用
活

〈
支
給
対
象
者
〉　

平
成
２７
年
４
月

１
日
（
基
準
日
）
に
お
い
て
、
公
務

扶
助
料
や
遺
族
年
金
等
を
受
け
る
方

が
い
な
い
場
合
に
、
次
の
順
番
に
よ

る
先
順
位
の
ご
遺
族
お
一
人
に
支
給

さ
れ
ま
す
。  

①
弔
慰
金
の
受
給
権
者

　

②
戦
没
者
等
の
子　

③
父
母
・
孫

・
祖
父
母
・
兄
弟
姉
妹
（
戦
没
者
等

と
生
計
関
係
を
有
し
て
い
た
方
の
う

ち
、
戦
没
者
等
と
氏
が
同
じ
、
ま
た

は
遺
族
外
の
方
と
養
子
縁
組
を
し
て

い
な
い
方
）　

④
③
以
外
の
父
母
・

孫
・
祖
父
母
･
兄
弟
姉
妹　

⑤
①
か

ら
④
以
外
の
三
親
等
内
の
親
族
（
戦

没
者
の
死
亡
時
ま
で
引
き
続
き
１
年

以
上
の
生
計
関
係
を
有
し
て
い
た
方
）

〈
支
給
内
容
〉　

額
面
２５
万
円
、
５

年
償
還
の
記
名
国
債

〈
申
請
方
法
〉　

申
請
書
類
は
８
月

下
旬
に
前
回
申
請
者
宛
に
郵
送
し
ま

す
。
初
め
て
申
請
す
る
方
に
は
、
福

祉
推
進
課
（
第
二
庁
舎
２
階
）
で
お

配
り
し
ま
す
。
申
請
は
９
月
か
ら
受

け
付
け
ま
す
。
詳
し
く
は
広
報
こ
し

が
や
お
知
ら
せ
版
９
月
号
で
お
知
ら

せ
し
ま
す
。

　

市
の
介
護
相
談
員
派
遣
事
業
は
、

介
護
相
談
員
が
介
護
サ
ー
ビ
ス
の
利

用
者
か
ら
相
談
を
受
け
、
利
用
者
と

事
業
者
と
の
橋
渡
し
役
と
な
り
、
介

護
サ
ー
ビ
ス
の
質
の
向
上
を
図
る
こ

と
を
目
的
と
し
て
い
ま
す
。

　

平
成
２６
年
度
の
実
績
は
次
の
と
お

り
で
す
。
な
お
、
要
望
等
は
、
事
業

所
で
検
討
し
改
善
さ
れ
て
い
ま
す
。

▽
訪
問
日
数
…
１
５
８
日

▽
傾
聴
件
数
…
１
６
１
８
件

▽
要
望
等
…
２２
件

▽
平
成
２７
年
度
の
介
護
相
談
員
受
入

事
業
所
（
８
事
業
所
）
…
介
護
老
人

保
健
施
設
「
南
面
」、
介
護
付
有
料

老
人
ホ
ー
ム「
ソ
ラ
ス
ト
越
谷
」、「
大

袋
ケ
ア
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
そ
よ
風
」、

「
ニ
チ
イ
ケ
ア
セ
ン
タ
ー
越
谷
」、

グ
ル
ー
プ
ホ
ー
ム
「
千
代
の
夢　

大

道
」、「
あ
す
な
ろ
ホ
ー
ム
越
谷
」、「
つ

ど
い
「
小
宮
家
」」、「
越
谷
西
ケ
ア

セ
ン
タ
ー
そ
よ
風
」

東
日
本
大
震
災
の
義
援
金
を

受
け
付
け
て
い
ま
す

平
成
27
年
７
月
2１
日
現
在
の
義
援
金

９
５
３
３
万
７
３
９
円（
１
９
３
２
件
）

B
福
祉
推
進
課（
第
二
庁
舎
２
階
）☎
９
６
３
＝
９
３
２
０

（
平
成
28
年
３
月
31
日
ま
で
）

　

人
口
の
ほ
ぼ
４
人
に
１
人
が
６５
歳
以
上
の

高
齢
者
と
な
り
、少
子
化
の
傾
向
も
あ
い
ま
っ

て
、
今
後
さ
ら
に
高
齢
化
が
進
み
ま
す
。

　

こ
う
し
た
高
齢
化
に
対
応
す
る
た
め
、
高

齢
者
が
安
心
し
て
暮
ら
す
こ
と
の
で
き
る
社

会
の
形
成
に
む
け
て
さ
ま
ざ
ま
な
取
り
組
み

が
行
わ
れ
て
い
ま
す
。

　

し
か
し
、
豊
か
な
経
験
や
知
識
が
あ
り
な

が
ら
も
、
年
齢
を
理
由
に
就
業
や
社
会
的
活

動
へ
の
参
加
が
制
限
さ
れ
た
り
、
ま
た
、
介

護
を
必
要
と
し
て
い
る
高
齢
者
に
対
し
、
介

護
者
等
が
肉
体
的
・
心
理
的
に
虐
待
を
加
え

る
な
ど
、
高
齢
者
の
人
権
に
か
か
わ
る
問
題

が
起
き
て
い
ま
す
。

　

こ
う
し
た
こ
と
か
ら
、
広
い
意
味
で
の
社

会
保
障
制
度
の
充
実
を
図
る
こ
と
は
も
ち
ろ

ん
、
そ
れ
ぞ
れ
の
家
庭
や
地
域
社
会
で
、
高

齢
者
と
の
日
常
的
な
交
流
を
通
じ
て
、
世
の

中
に
あ
る
「
老
い
」
に
対
す
る
偏
見
を
な
く

し
、
高
齢
者
の
豊
か
な
経
験
や
知
識
が
十
分

に
生
か
さ
れ
る
よ
う
な
環
境
を
つ
く
っ
て
い

く
こ
と
が
と
て
も
重
要
に
な
っ
て
き
ま
す
。

　

人
は
誰
で
も
老
い
て
い
く
も
の
で
す
。

　

高
齢
者
が
社
会
を
構
成
す
る
一
員
と
し

て
、
年
齢
に
か
か
わ
り
な
く
意
欲
と
能
力
に

応
じ
て
、
そ
の
人
ら
し
く
自
立
し
て
生
き
る

こ
と
が
で
き
る
社
会
を
つ
く
る
た
め
に
は
、

私
た
ち
一
人
ひ
と
り
が
高
齢
者
の
人
権
に
つ

い
て
の
認
識
を
深
め
、
尊
重
し
て
い
く
こ
と

が
大
切
で
す
。

　

埼
玉
県
で
は
、「
す
べ
て
の
県
民
が
お
互

い
の
人
権
を
尊
重
し
な
が
ら
共
に
生
き
る
社

会
」
の
実
現
に
向
け
て
、県
、市
町
村
は
も
ち

ろ
ん
県
民
総
ぐ
る
み
で
、「
人
権
尊
重
社
会

を
め
ざ
す
県
民
運
動
」
を
展
開
し
て
い
ま
す
。

主
管
課
＝
人
権
・
男
女
共
同
参
画
推
進
課

　
　
　
　

教
育
委
員
会
生
涯
学
習
課

～高齢者と共に歩める社会を～

権 そ人 れ は 愛

８
月
は「
人
権
尊
重
社
会
を
め
ざ
す
県
民

運
動
強
調
月
間
」で
す

戦
没
者
等
の
ご
遺
族
の
皆
様
へ

第
十
回
特
別
弔
慰
金
が
支
給
さ
れ
ま
す

B
福
祉
推
進
課
☎
９
６
３
＝
９
３
２
０

平
成
26
年
度

介
護
相
談
員
派
遣
事
業
運
営
状
況

B
介
護
保
険
課
☎
９
６
３
＝
９
３
０
５


